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大
阪
。
長
原
遺
跡

所
在
地
　
　
　
大
阪
市
平
野
区
長
吉
長
原

調
査
期
間
　
　
一
九
九
二
年

（平
４
）
四
月

発
掘
機
関
　
　
働
大
阪
市
文
化
財
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
清
水
和
明

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
後
期
旧
石
器
時
代
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

長
原
遺
跡
は
河
内
台
地
の
北
端
部
、
「八
破
台
地
」
と
呼
称
さ
れ
る
台
地
か

ら
平
野
部
に
移
行
す
る
位
置
に
広
が
り
、
旧
大
和
川
水
系
や
羽
曳
野
丘
陵
か
ら

北
流
す
る
旧
東
除
川
な
ど
が
造

り
だ
し
た
複
雑
な
地
形
を
内
包

し
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
遺

構

。
遺
物
は
、
低
位
段
丘
層
に

包
含
さ
れ
る
後
期
旧
万
器

（平

安
神
宮
火
山
灰
降
灰
以
前
）
ま
で

胡
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
原
遺

跡
の
調
査
は
、
働
大
阪
文
化
財

セ
ン
タ
ー
や
長
原
遺
跡
調
査
会
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(大阪東南部)



1995年出上の木簡

に
よ
っ
て
始
ま
り
、
側
大
阪
市
文
化
財
協
会
を
中
心
と
し
て
現
在
に
い
た
る
ま

で
随
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
各
時
代
と
も
に
、
集
落
、
生
産
、
墓
制
な
ど
に

関
連
す
る
遺
構

。
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
出
土
し
た
木
簡
の
時
代

と
も
か
か
わ
る
古
代
以
降
の
条
里
が
、
現
代
の
地
割
り
に
も
残
存
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
地
域
で
も
あ
り
、
古
代
―
中
世
集
落
の
復
原
で
も
成
果
を
上
げ
つ

つ
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
弥
生
―
古
墳
時
代
の
溝
、
奈
良
時
代
の
水
田
跡
、

平
安
時
代
の
井
戸
、
溝
、
土
坑
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

木
簡
は
平
安
時
代
後
期
の
井
戸
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
井
戸
は
現
存
の
深
さ

一
七
〇
伽
で
、
底
に
直
径
四
〇
ｃｍ
の
曲
物
を
二
段
据
え
、
高
さ
三
五
伽
の
水
溜

と
し
て
い
た
。
両
脇
に
い
や
は
り
曲
物
を
水
溜
に
利
用
し
た
小
型
で
浅
い
井
戸

が
あ
り
、
三
基
の
井
戸
が
直
線
状
に
並
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
井
戸
は
同
時
に

埋
め
戻
さ
れ
、
廃
絶
に
と
も
な
っ
て
置
か
れ
た
土
師
器
小
皿
や
、
埋
戻
し
上
に

含
ま
れ
て
い
た
土
師
器

・
黒
色
土
器

・
瓦
器
な
ど
の
遺
物
か
ら
、
そ
の
時
期
を

瓦
器
出
現
期

（
一
一
世
紀
中
葉
―
後
半
）
頃
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

文
字
は
片
面
の
み
に
記
載
さ
れ
、
不
明
文
字
も
含
め
て
九
二
文
字
が
確
認
さ

れ
る
。
た
だ
し
、　
一
行
日
下
段
の
不
明
文
字
は
、
あ
る
い
は
二
字
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
。
「治
暦
二
年
」
は
西
暦

一
〇
六
六
年
に
あ
た
り
、
従
来
の
瓦
器
出

現
期
の
年
代
観
と
整
合
す
る
。

木
簡
の
形
態
は
、
従
来
の
分
類
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
長
方
形
の
板
を
利
用

し
、　
一
方
の
短
辺
の
両
角
の
み
を
や
や
丸
く
切
り
取
り
、
円
頭
に
加
工
し
て
い

る
。
完
形
で
欠
損
都
は
な
い
。
下
端
か
ら

一
〇
三
ｍｍ
と

一
〇
ｍｍ
の
位
置
に
、

七
ｍｍ
間
隔
で
二
個
ず
つ
の
小
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
文
字
と
同
じ
面
に
の
み
、

隣
り
合
う
孔
の
間
に
紐
ず
れ
の
痕
が
あ
り
、
裏
側
に
竹
な
ど
の
棒
を
当
て
て
縛

り
付
け
、
立
札
と
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

調
査
地
は
、
古
代
の
条
里
を
復
原
す
る
と
丹
北
郡
七
条
五
里
三
五
坪
に
含
ま

れ
る
。
木
簡
に
は

「長
原
里
汁
五
坪
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
条
里
の
復

原
が
正
し
い
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
七
条
五
里
が

「長
原

里
」
と
い
う
固
有
名
詞
で
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
た
、
「長
原
」
と
い
う
地
名
の
文
字
資
料
と
し
て
最
古
の
も
の
で
あ
る
。

硼

　

「制
止
　
　
津
則
永
私
芋
畝
事
　
　
　
　
平
大
夫
殿
者
戒
能
□
代
被
制
止
者
　
　
　
　
　
　
　
　
「謝
廟
】
脚
詳
騨
一
癬
剌
評
は
理
鳴
悌
叫

「 て「
章

合
壱
畝
　
　
在
長
原
里
汁
五
坪
□
　
　
　
　
　
ｏ
治
暦
二
年
六
月
十

一
日
ｏ　
　
　
　
　
　
夫
」
が
制
上
の
命
令
を
出
し
た
も
の
と
考
えゝ
ら
れ
、

右
件
手
畝
平
大
夫
殿
御
出
挙
米
僧
戒
能
所
負
代

（）
則
永
所
負
代
制
止
者

ｏ　
　
　
　
　
　
こ
の
木
簡
が
制
札
で
あ
る
＞」と
が
わ
か
る
。
制
上
に

制
止
如
件
但
（パ
だ
之
故
者
戒
能
私
随
宅
手
畝
二
者
会
賀
御
回
仁
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
い
た
つ
た
理
由
や
背
景
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い

∞
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×
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６．

る
が
、
七
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
文
を
読
む
順
序
が



判
然
と
せ
ず
、
さ
ら
に
、
も
と
に
正
式
な
文
書
が
あ
り
、
本
簡
に
は
省
略
さ
れ

た
内
容
の
み
記
載
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
読
解
が
困
難
で

あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
以
下
の
三
つ
の
柔
を
含
め
て
検
討
し
て
い
る
。

①
津
則
永
が
、
平
大
夫
に
債
務
の
あ
る
戒
能
に
負
債
し
た
た
め
、
巡
り
め
ぐ

っ
て
平
大
夫
が
津
則
永
の
キ
畝
を
差
し
押
さ
え
た
。

②
平
大
夫
は
戒
能
に
債
権
を
持
っ
て
い
た
が
、
担
保
を
す
で
に
会
賀
御
□
に

差
し
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
会
賀
御
□
に
負
債
の
あ
っ
た
津
則
永
の
手
畝

を
差
し
押
さ
え
た
。

③
同

一
の
手
畝
を
、
戒
能
と
津
則
永
が
そ
れ
ぞ
れ
別
件
の
負
債
の
担
保
と
し

た
た
め
、
戒
能
の
債
権
者
で
あ
る
平
大
夫
が
、
津
則
永
の
行
な

っ
た
担
保

設
定
を
無
効
と
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
在
地
豪
族
津
氏
の
則
永
、
僧
侶
戒
能
、
中
央
貴
族
で
あ

ろ
う
平
大
夫
ら
が
土
地
争
い
を
し
て
い
る
状
況
が
窺
え
、
当
地
に
お
け
る
古
代

か
ら
中
世
社
会

へ
の
変
化
を
探
る
上
で
興
味
深
い
資
料
と
い
え
よ
う
。

９
　
関
係
文
献

帥
大
阪
市
文
化
財
協
会

『
長
吉
総
合
病
院
に
よ
る
建
設
工
事
に
伴
う
長
原
遺

跡
発
掘
調
査

（Ｎ
Ｇ
９
２
１
２
）
略
報
』
０

九
九
三
年
）

清
水
和
明

・
鳥
居
信
子

「「
長
原
里
」
の
木
簡
」
（『章
火
』
六

一　
餓
大
阪
市

文
化
財
協
会
　
一
九
九
六
年
）

（清
水
和
明
）

奏
窃
拗
劉
錮
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